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１ 事業実績概要 

 

本事業では、鹿児島県商工会連合会を県事務局とし、県内各地の２２商工会

にて食事券の発行・販売・加盟店募集・周知・食事券回収・換金を行った。 

全体概要を以下に記す。 

 

事業名称 鹿児島県商工会 Go To Eat キャンペーン 

食事券名称 商工会ごとに異なる 

発行総額実績 

１期券 868,750,000 円 

追加券  87,000,000 円 

合 計 955,750,000 円 

販売総額実績 

１期券 567,575,000 円 

追加券  83,256,000 円 

合 計 650,831,000 円 

販売率（対発行総額） 

１期券 65.3％ 

追加券 95.7％ 

通 算 68.1％ 

換金額実績 

１期券 563,794,000 円 

追加券  82,214,000 円 

合 計 646,008,000 円 

プレミアム額実績 

１期券 112,758,800 円 

追加券  13,702,331 円 

合 計 126,461,131 円 

換金率（対販売総額） 

１期券 99.3％ 

追加券 98.7％ 

通 算 68.1％ 

食事券構成 商工会ごとに異なる 

販売価格 商工会ごとに異なる 

販売期間実績 商工会ごとに異なる 

利用期限実績 商工会ごとに異なる 

加盟店総数 1,230 店 

 

商工会ごとの総括は次頁の通りである。 
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２ 事業実施体制 

（１）実施体制と実施主体 

本事業では、鹿児島県商工会連合会を事務局とし、県内商工会が 

食事券発行事業を実施した。 

以下に、本会と実施商工会における連絡調整体制を記載する。 

 

【県事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

【実施主体】 

 

 

 

 

【実施主体商工会一覧】 

 商工会名 実施責任者 代表住所 

1 かごしま市商工会 事務局長 鹿児島市谷山中央4丁目4849 

2 薩摩川内市商工会 事務局長 薩摩川内市入来町副田5950-27 

3 さつま町商工会 事務局長 薩摩郡さつま町宮之城屋地1531 

4 鶴の町商工会 事務局長 出水市高尾野町大久保23-4 

5 姶良市商工会 事務局長 姶良市宮島町13-9 

6 霧島市商工会 事務局長 霧島市隼人内山田1丁目14-10 

7 曽於市商工会 事務局長 曽於市末吉町二之方1984-2 

8 志布志市商工会 事務局長 志布志市志布志町志布志3225-5 

9 大崎町商工会 事務局長 曽於郡大崎町仮宿1032 

10 垂水市商工会 事務局長 垂水市旭町32-2 

11 

かのや市商工会 

（東串良町商工会と 

 合同実施） 

事務局長 鹿屋市串良町岡崎2062 

 鹿児島県商工会連合会 

  担当課 経営支援課  

情報提供 

実施支援 

遂行管理 
報告 

鹿児島県内 22商工会 
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12 肝付町商工会 事務局長 肝属郡肝付町新富117-1 

13 錦江町商工会 事務局長 肝属郡錦江町城元733-2 

14 南大隅町商工会 事務局長 肝属郡南大隅町根占川北220 

15 西之表市商工会 事務局長 西之表市栄町2 

16 中種子町商工会 経営指導員 熊毛郡中種子町野間5170-24 

17 南種子町商工会 事務局長 熊毛郡南種子町中之上2293-5 

18 屋久島町商工会 事務局長 熊毛郡屋久島町宮之浦288-1 

19 瀬戸内町商工会 事務局長 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊6-1 

20 喜界町商工会 経営指導員 大島郡喜界町湾384-1 

21 和泊町商工会 経営指導員 大島郡和泊町和泊1225 

22 知名町商工会 経営指導員 大島郡知名町知名303-1 

 
 
 
 
 
（２）事業遂行体制フロー 

本事業における事業実施体制の概要図を、以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県商工会連合会を事務局とし、本会は県内商工会へ情報提

供・遂行管理・実施支援を行うと共に、事業全体の統合調整を行っ

た。実施主体である各商工会から月次の食事券販売および換金実績の

報告を受け、取りまとめて実績確認監査等事業者へ報告すると同時

に、農水省Go To Eatキャンペーン準備室や実績確認監査事業者主催の

 

農林
水産省

鹿児島県
商工会連合会

商工会

商工会

商工会

［県事務局］

委託契約

情報提供
実施支援
遂行管理

報告

・事業全体統轄
・委託費配賦
・各種連絡調整
・遂行管理
・月次実績取りまとめ
・実績とりまとめ 等

［実施主体］

（実施各商工会ごとに）
・プレミアム付食事券の発行
・消費者への広報、販売
・取扱飲食店の募集
・使用済み食事券の回収、

換金受付、振込
・月次実績集計、報告
・実績集計、報告 等

…
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オンライン会議への参加をはじめ、本事業の全体的な遂行に伴う業務

に対応した。 

実施主体である県内商工会では、食事券の発行・取扱店の募集およ

び管理・消費者への販売・食事券の回収および換金を行った。 
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３ 実施業務の詳細 

（１）加盟店募集 

飲食店の新規加盟促進に関して、実施主体である各商工会単位に

て、管内飲食店に対して加盟募集を行った。商工会は会員・非会員を

問わず事業者の実態を把握しやすいという利点を持っており、この利

点を基に、郵送や新聞折込、行政広報誌等、各商工会が持つノウハウ

を活かし、広く加盟店募集を行った。 

基本的な登録までの流れは、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

［加盟店登録申請の書式（代表例）］ 

 

 

  

管内飲食店

から 

加盟店申請 

商工会にて 

受付 

商工会にて 

審査 

商工会にて 

承認・登録 
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［募集要項（代表例）］ 
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［加盟店用ステッカー（代表例）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県商工会Go To Eatキャンペーン全体の加盟店推移は、以下の

通りである。 

加盟店の推移（全体）  

事業開始時点 （2020/11/ 2） 960店  

2021年当初 （2021/ 1/ 4） 1,145店  

食事券利用期間終了時 （2021/12/21） 1,230店  

 

以下に、各商工会における最終加盟店および募集手続について、記

載する。 

 

【かごしま市商工会】  

〔加盟店数〕 

70店 

〔取扱店の募集方法〕 

①商工会ホームページに募集案内を掲載 

②募集案内を会員飲食事業者宛送付 
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③取扱店登録申請書を商工会へ提出 

④取扱店へ、マニュアル・ポスター・換金用伝票を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/25 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【薩摩川内市商工会】  

〔加盟店数〕 

56店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ掲載、新聞折込、商工会員へ郵送等で

周知 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引き・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/23 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【さつま町商工会】  

〔加盟店数〕 

55店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、商工会員へ郵送、ポスタ

ー掲示。商工会非会員へは、町の全戸配布にて募集 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催。 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/25 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【鶴の町商工会】  

〔加盟店数〕 

36店 
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〔取扱店の募集方法〕 

①商工会ホームページ掲載・新聞折込・飲食業商工会員への郵送にて募

集案内 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

の写し・振込希望口座の通帳の表紙・見開きの写しを鶴の町商工会本

所窓口に提出 

③申込書を提出した飲食店の営業確認及び要件確認後、取扱店として登録 

④取扱店にむけて、郵送で、商品券取り扱いの手引き・取扱店証（ポス

ター）・チラシ・換金請求書関係の書類一式を送付 

⑤取扱店については、商工会ホームページ上にて公開し、商品券購入者

に対して取扱店リストを配布 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/28 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【姶良市商工会】  

〔加盟店数〕 

134店 

〔取扱店の募集方法〕 

①商工会ホームページ掲載・姶良市市報・飲食業商工会員への郵送にて

募集案内 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

の写し・振込希望口座の通帳の表紙・見開きの写しを商工会本所窓口

に提出 

③申込書を提出した飲食店の営業確認後、取扱店として登録 

④登録した飲食店にむけて、郵送で、商品券取扱いの手引き・ステッカ

ー・換金請求書関係の書類一式を送付する 

⑤登録事業者については、商工会ホームページ上にて公開 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/18 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【霧島市商工会】  

〔加盟店数〕 

152店 

〔取扱店の募集方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載、商工会員へ郵送、募集チラシの行政誌

配布、班回覧にて募集案内 

②取扱店登録希望飲食店は、申請書、営業許可証（写）、業種別ガイド

ライン対応の誓約書を提出 
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③申込書を提出した飲食店の営業確認及び要件確認後、取扱店として登

録 

④取扱店向けの説明会を実施し、取扱い手引、取扱店証、掲示物、換金

手続き書類を配布（不参加の場合は事業所へ配布） 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/28 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【曽於市商工会】  

〔加盟店数〕 

70店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、商工会員へ郵送 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③受理した書類を基に実在確認及び要件に合致することを確認後、取扱

店として登録 

④登録後、手引き・取扱店証・ポスター・換金請求書等を送付。 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/28 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【志布志市商工会】 

〔加盟店数〕 

58店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、新聞折込、商工会員へ郵

送、ポスター掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/1 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【大崎町商工会】 

〔加盟店数〕 

26店 
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〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、該当店舗へ郵送、ポスタ

ー掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/19 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【垂水市商工会】 

〔加盟店数〕 

30店 

〔加盟店数〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、商工会員及び非会員の飲

食店へ郵送 

②取扱店登録希望飲食店は、食事券取扱加盟申込書・振込先依頼書を提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱要領・取扱規則・ポスター・チラシ等を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/1 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【かのや市商工会（東串良町商工会と合同で実施）】 

〔加盟店数〕 

166店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、商工会員を含む対象事業

へ郵送。ポスター掲示 

②取扱店登録希望する飲食店は、登録申請書・振込希望口座の通帳扉お

よび見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録。登録証を発行する 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/1 ～ 食事券利用期間満了日まで 
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【肝付町商工会】 

〔加盟店数〕 

19店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、新聞折込、商工会員へ郵

送、ポスター掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/15 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【錦江町商工会】 

〔加盟店数〕 

15店 

〔取扱店の募集方法〕 

①既存商品券取扱い飲食店へ募集案内を郵送 

②上記以外の飲食店へは訪問し直接募集を案内 

③取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・希望口座の通帳表及び見開きの写しを提出 

④申請書一式を受理した飲食店の実在確認及び取扱店要件に合致するこ

とを確認後、取扱店として登録 

⑤取扱店へ、ポスター・取扱手引・チラシ・換金請求書等を送付 

⑥取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/23 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【南大隅町商工会】 

〔加盟店数〕 

24店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、新聞折込、商工会員へ郵

送、ポスター掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する
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ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/7 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【西之表市商工会】 

〔加盟店数〕 

24店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、商工会ホームページ上に掲載、新聞折込、商工会員へ郵

送、ポスター掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書を提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/15 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【中種子町商工会】 

〔加盟店数〕 

32店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、該当事業所へ郵送およびポスター掲示 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出。 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録。 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/15 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【南種子町商工会】 

〔加盟店数〕 

29店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を、該当事業所へ郵送およびポスター掲示 
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②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付 

⑤別途、取扱店向けに説明会を開催 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/5 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【屋久島町商工会】 

〔加盟店数〕 

90店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を商工会ホームページ、町報、新聞折込、商工会会員文書案

内等により告知 

②取扱店登録希望飲食事業者は、食事券使用可能店舗登録申請書・振込

口座届出書・営業許可証写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの

写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食事業者の書類確認および取扱店要件に合致

することを確認後、取扱飲食事業者として登録 

④登録事業者へ取扱店舗を示すポスター、取り扱い文書、換金依頼書等

送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/10/1 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【瀬戸内町商工会】 

〔加盟店数〕 

35店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を商工会ホームページ上に掲載、商工業者へ郵送 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の、実在確認および取扱店要件に合致す

ることを確認し登録 

④取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・換金請求書等を送付。 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/25 ～ 食事券利用期間満了日まで 
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【喜界町商工会】 

〔加盟店数〕 

41店 

〔取扱店の募集方法〕 

①募集案内を商工会ホームページ、町報、商工会会員文書案内等により

告知 

②取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可証

写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提出 

③申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

④取扱店向けに説明会を開催 

⑤登録店へ取り扱い手引き・ポスター・チラシ・換金請求書を送付。 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/10 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【和泊町商工会】 

〔加盟店数〕 

34店 

〔取扱店の募集方法〕 

①商工会ホームページ掲載、商工会員へ郵送、ＳＳＴＶ（地元ケーブル

テレビ）、和泊町の防災無線を利用して募集を案内 

②説明会を開催し、申請に必要な書類を配布 

③取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・振込口座届出書・営業許可写

し・振込希望口座の通帳扉および見開き写しを提出 

④申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店に合致すること

を確認後、取扱店として登録 

⑤取扱店へ、取扱い手引・ポスター・換金請求書等を送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/28 ～ 食事券利用期間満了日まで 

 

【知名町商工会】 

〔加盟店数〕 

30店 

〔取扱店の募集方法〕 

①町内飲食店へ説明会の開催案内 

②説明会でキャンペーン概要や登録方法等説明 

③募集案内を、商工会ホームページ上（商工会・役場）に掲載、商工会

員・非会員へ郵送、ポスター等でも掲示 
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④取扱店登録希望飲食店は、登録申請書・身分証の写し・振込口座届出

書・営業許可証写し・振込希望口座の通帳扉および見開きの写しを提

出 

⑤申請書一式を受理した飲食店の実在確認および取扱店要件に合致する

ことを確認後、取扱店として登録 

⑥取扱店へ、取扱い手引・ポスター・チラシ・シール・換金請求書等を

送付 

〔取扱店の登録期間〕 

  2020/9/28 ～ 食事券利用期間満了日まで 
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（２）食事券の発行、販売 

食事券の発行および販売は、実施主体である各商工会単位で行い、

各商工会管内の取扱店にて利用可能な食事券とした。なお各商工会に

おける食事券の発行額は、同様のプレミアム券をこれまで実施した実

績と管内飲食店数を踏まえ、事業申請時に各商工会で設定した。また

２期券（追加発行）については、農水省Go To Eatキャンペーン準備室

から令和３年２月15日付けで出された事務連絡に基づき、対象となり

得る商工会に対して意向を聴取し希望のあった４商工会にて発行し

た。 

 

食事券の発行額（全体）  

１期券 868,750,000円 

２期券（追加発行） 87,000,000円 

合  計 955,750,000円 

 

食事券の販売額(額面額)（全体）  

１期券 567,575,000円 

２期券（追加発行） 83,256,000円 

合  計 650,831,000円 
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［食事券デザイン（代表例）］ 
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以下に、各商工会における食事券の発行および販売について詳細を

記載する。 

 

 

【かごしま市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：5,000,000円 

（販売総額 4,000,000円／プレミアム額 1,000,000円） 

額  面：500円券   

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①購入希望者は、商工会ホームページに掲載する購入申込書をプリント

アウトし、商工会本所・支所窓口にて購入 

②商工会本所・支所は，購入申込書(紙面)を常備し、窓口でも販売対応

を実施 

④販売時間は平日10時から16時で，指導員8名・支援員7名・他職員4名

で対応 

⑤日次締め後、販売代金は金融機関へ預け入れ 

⑥月次で販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/9 ～ 2021/2/15（販売終了） 

〔販売実績〕 

  3,985,000円 

〔販売の拠点〕 

かごしま市商工会 

 谷山本所 鹿児島市谷山中央4丁目4849 

 吉田支所 鹿児島市本城町647-5 

 桜島支所 鹿児島市桜島藤野町1493-1 

 喜入支所 鹿児島市喜入町7010-5 

 松本支所 鹿児島市上谷口町 3211-8 

 郡山支所 鹿児島市東俣町1579-1 

 

【薩摩川内市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：50,000,000円 

（販売総額 40,000,000円／プレミアム額 10,000,000円） 

額    面：500円券 

1冊あたり販売額：5,000円、1冊あたり券枚数：10枚 
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偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、自治会配付、商工会窓口配布、商工

会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口にて購入可能 

  商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日10時から16時で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/4 ～ 2020/12/18（販売終了） 

〔販売実績〕 

  9,000,000円 

〔販売の拠点〕 

薩摩川内市商工会 

 入来本所  薩摩川内市入来町副田5950-27 

 高城支所  薩摩川内市陽成町4650 

 樋脇支所  薩摩川内市樋脇町塔之原3565-3 

 東郷支所  薩摩川内市東郷町斧淵720-1 

 祁答院支所 薩摩川内市祁答院町下手10-4 

 里支所   薩摩川内市里町里3527-2 

 上甑支所  薩摩川内市上甑町中甑485-4 

 下甑支所  薩摩川内市下甑町手打825 

 

【さつま町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額：5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、全戸配布、商工会窓口配布、商工会

ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口にて購入可能。

商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売は、商工会本支所にて実施。販売時間は、平日10時から16時で、

事務局長1名、指導員3名、支援員4名、一般職員3名で対応 
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④日次締め後、販売代金は金融機関へ預金。 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告。 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/2/10（完売） 

〔販売実績〕 

  25,000,000円 

〔販売の拠点〕 

さつま町商工会 

 宮之城本所 薩摩郡さつま町宮之城屋地1531 

 鶴田支所  薩摩郡さつま町神子720-1 

    薩摩支所  薩摩郡さつま町求名12753-1 

 

【鶴の町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額：5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を商工会ホームページページ、新聞折込し、鶴の町

商工会本所窓口でも配布 

②必要事項の記入をして頂き、購入者要件に合致していることを確認

し、販売 

③販売時間は平日9時から16時で、事務局長1名、指導員2名、支援員2

名、他職員2名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ預入 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/3/31（販売終了） 

〔販売実績〕 

  21,087,500円 

〔販売の拠点〕 

鶴の町商工会 

 高尾野本所 出水市高尾野町大久保23-4 

 野田支所  出水市野田町下名146-2 
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【姶良市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：75,000,000円 

（販売総額 60,000,000円／プレミアム額 15,000,000円） 

額    面：500円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与、コピーガード印刷、 

       偽造防止ホログラム 

〔販売手順〕 

①事前に市報や商工会ホームページ上で購入希望者については、

2020/10/5～2020/10/31まで、往復ハガキによる事前予約を受付。 

 往復はがきには、ア．購入枚数（ただし、おひとり5セットまで）、 

イ．住所、ウ．氏名、エ．電話番号 を明記してもらい、返信用はが

きを購入引き換え券とする。 

②購入引き換え券を持ってきた方に対し、2020/11/16～2020/12/28ま

で、商工会本所・支所にて販売。 

③事前予約があったが引き換え期間に購入に来なかった分について、予

約を解放し、2021/1/4から窓口販売を開始。 

④販売時間については、平日10時～16時まで。 

⑤日次締め後、販売代金は金融機関に集金回収を依頼する。 

⑥月次にて販売実績を県商工会連合会に報告する。 

〔販売期間〕 

  2020/11/16 ～ 2021/3/15（完売） 

〔販売実績〕 

  75,000,000円 

〔販売の拠点〕 

姶良市商工会 姶良本所  姶良市宮島町13-9 

       加治木支所 姶良市加治木町諏訪町185-1 

       蒲生支所  姶良市蒲生町上久徳2699-1 

 

【霧島市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：62,500,000円 

（販売総額 50,000,000円／プレミアム額 12,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 
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〔販売手順〕 

①商工会ホームページ掲載、商工会窓口、行政広報誌と併せ各戸へ配布

し、事前申込書を配布 

②購入希望者は申込書を記入後、商工会窓口に提出。窓口にて確認 

③販売は、平日10時から16時まで指導員8名，支援員7名、他職員6名で

対応 

④受領した現金は、日次締め後、販売代金は金融機関へ預入 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/2/18（完売） 

〔販売実績〕 

  62,500,000円 

〔販売の拠点〕 

霧島市商工会 隼人本所 霧島市隼人町内山田1丁目14-10 

       溝辺支所 霧島市溝辺町有川327-6 

       横川支所 霧島市横川町中ノ1008 

          牧園支所 霧島市牧園町宿窪田2129-2 

          霧島支所 霧島市霧島大窪393 

          福山支所 霧島市福山町福山5340 

 

【曽於市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：18,750,000円 

（販売総額 15,000,000円／プレミアム額 3,750,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、商工会窓口配布、商工会ホームペー

ジ上で掲載 

②購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所 

商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日9時から16時で、指導員3名、支援員4名、他職員3名

で対応 

④日次締め後、販売代金は入金専用通帳に入金 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/1/26（完売） 

〔販売実績〕 

  18,750,000円 
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〔販売および回収の拠点〕 

曽於市商工会 末吉本所 曽於市末吉町二之方1984-2 

       大隅支所 曽於市大隅町岩川6491-2 

       財部支所 曽於市財部町南俣483-4 

 

【志布志市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：62,500,000円 

（販売総額 50,000,000円／プレミアム額 12,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、自治会配付、商工会窓口配布、商工

会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口にて来所。商工

会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日10時から16時で、指導員4名、支援員4名、他職員4

名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/2/26（販売終了） 

〔販売実績〕 

  8,225,000円 

〔販売の拠点〕 

志布志市商工会 志布志本所 志布志市志布志町志布志3225-5 

        有明支所  志布志市有明町野井倉1760-1 

        松山支所  志布志市松山町新橋134-1 

 

【大崎町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与、コピーガード印刷 

〔販売手順〕 
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①食事券購入希望者は商工会窓口に来所 

 商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売。 

②販売時間は、平日10時から16時で、指導員2名、支援員2名、他職員1

名で対応 

③日次締め後、販売代金は金融機関へ預入 

④規定の頻度で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/16 ～ 2021/6/28（販売終了） 

〔販売実績〕 

  8,865,000円 

〔販売の拠点〕 

大崎町商工会 曽於郡大崎町仮宿1032 

 

【垂水市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に事業概要を記載した購入申込書を、自治会を通じて市内全戸に

配付、商工会ホームページ上で掲載。商工会窓口でも配布 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口にて購入。商工

会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日9時から17時で、指導員2名、支援員2名、他職員1名

で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/6/28（販売終了） 

〔販売実績〕 

  23,155,000円 

〔販売および回収の拠点〕 

垂水市商工会 垂水市旭町32-2 

 

【かのや市商工会（東串良町商工会と合同で実施）】 

〔食事券発行総額および仕様〕 
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ⅰ)１期券 

発行総額：100,000,000円 

（販売総額 80,000,000円／プレミアム額 2,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

ⅱ)２期券（追加発行） 

発行総額：60,000,000円 

（販売総額 50,000,000円／プレミアム額 10,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：24枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、公民館回覧板配布、商工会窓口配

布、商工会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、商工会窓口に持参 

③商工会窓口にて、購入条件に合致していることを確認し販売。販売時

間は、平日10時から16時で、指導員1名、支援員1名以上で対応 

④日次締め後、2名以上でのダブルチェックを行い販売代金は2名以上の

職員により金融機関へ入金 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

ⅰ)１期券 2020/11/2 ～ 2021/3/18（完売） 

ⅱ)２期券 2021/ 5/1 ～ 2021/7/ 6（完売） 

〔販売実績〕 

ⅰ)１期券 100,000,000円 

ⅱ)２期券  60,000,000円 

〔販売および回収の拠点〕 

かのや市商工会 串良本所 鹿屋市串良町岡崎2062 

        輝北支所 鹿屋市輝北町上百引3841-16 

        吾平支所 鹿屋市吾平町麓3384-1 

東串良町商工会      肝属郡東串良町池之原995 

 

【肝付町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 
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（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、自治会配付、商工会窓口配布、商工

会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。 本

所・支所商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、

販売 

③販売時間は、平日10時から16時で、指導員2名、支援員3名、一般職員

1名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/11/15（販売終了） 

〔販売実績〕 

 21,337,500円 

〔販売の拠点〕 

肝付町商工会 

 高山本所  肝属郡肝付町新富117-1 

 内之浦支所 肝属郡肝付町南方286-3 

 

【錦江町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：12,500,000円 

（販売総額 10,000,000円／プレミアム額 2,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①食事券購入希望者は、商工会窓口に来所 

 商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

②販売時間は、平日9時から16時まで、指導員2名、支援員2名、他職員3

名で対応 

③日次締め後は、販売代金は金融機関ATMにて入金 

④月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 
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〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/5/28（販売終了） 

〔販売実績〕 

  4,730,000円 

〔販売の拠点〕 

錦江町商工会 

 大根占本所 肝属郡錦江町城元733-2 

 田代支所  肝属郡錦江町田代麓778-1 

 

【南大隅町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：18,750,000円 

（販売総額 15,000,000円／プレミアム額 3,750,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：5,000円、1冊あたり券枚数：10枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、町内の各世帯に配布する使送便、 

役場自治会配付、商工会窓口配布、商工会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。商工会

窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は平日9時から16時で、事務職長1名、指導員2名、支援員3

名、他職員2名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/6/28（販売終了） 

〔販売実績〕 

  12,440,000円 

〔販売の拠点〕 

南大隅町商工会 

 根占本所 肝属郡南大隅町根占川北220 

 佐多支所 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3844 

 

【西之表市商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

ⅰ)１期券 
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発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚綴り 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

ⅱ)２期券（追加発行） 

発行総額：15,000,000円 

（販売総額 12,500,000円／プレミアム額 2,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：24枚綴り 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を商工会ホームページ上で掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。商工会

窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日10時から16時で、指導員3名、支援員2名、他職員3

名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ振込 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

ⅰ)１期券 2020/11/2 ～ 2021/2/26（完売） 

ⅱ)２期券 2021/5/10 ～ 2021/9/10（完売） 

〔販売実績〕 

ⅰ)１期券 25,000,000円 

ⅱ)２期券 15,000,000円 

〔販売の拠点〕 

西之表市商工会 西之表市栄町2 

 

【中種子町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

ⅰ)１期券 

発行総額：12,500,000円 

（販売総額 10,000,000円／プレミアム額 2,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与、コピーガード印刷 
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ⅰ)２期券（追加発行） 

発行総額：6,000,000円 

（販売総額 5,000,000円／プレミアム額 1,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：24枚 

偽造防止対策：個別番号の付与、コピーガード印刷 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、新聞折込、商工会窓口配布、商工会ホームペー

ジで掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。購入者

要件に合致していることを確認後、販売 

③販売時間は、平日10時から16時で、指導員1名、支援員1名、他職員2

名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ預入 

⑤月次に食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

ⅰ)１期券 2020/11/6 ～ 2021/12/18（完売） 

ⅱ)２期券 2021/5/10 ～ 2021/ 6/ 1（完売） 

〔販売実績〕 

ⅰ)１期券 12,500,000円 

ⅱ)２期券  6,000,000円 

〔販売の拠点〕 

中種子町商工会 熊毛郡中種子町野間5170-24 

 

【南種子町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

ⅰ)１期券 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

ⅱ)２期券（追加発行） 

発行総額：6,000,000円 

（販売総額 5,000,000円／プレミアム額 1,000,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：24枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 
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〔販売手順〕 

①折込、商工会ホームページ掲載で告知 

②食事券購入希望者は、商工会窓口にて受付簿に記入。 商工会窓口に

て、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日9時から15時で、指導員1名、支援員1名、他職員2名

で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

ⅰ)１期券 2020/11/2 ～ 2021/4/ 2（完売） 

ⅱ)２期券 2021/ 5/6 ～ 2021/6/21（販売終了） 

〔販売実績〕 

ⅰ)１期券 25,000,000円 

ⅱ)２期券  2,256,000円 

〔販売の拠点〕 

南種子町商工会 熊毛郡南種子町中之上2293-5 

 

【屋久島町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：156,250,000円 

（販売総額 125,000,000円／プレミアム額 31,250,000円） 

額  面：500円券＋1,000円券 

1冊あたり販売額：10,000円 

1冊あたり券枚数：1,000円券×12枚＋500円券×1枚 

偽造防止対策：蛍光発色インキなどのセキュリティインキ、 

       個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①新聞折込、商工会ホームページ掲載にて告知 

②購入希望者は、商工会本支所へ来所。身分証明書（保険証他）で購入

要件確認し20,000円/名を遵守し販売。事業専用パート職員2名他、全

職員で従事 

③販売時間は平日10：00～16：00で対応 

④日締、確認後金融機関へ入金、伝票作成 

⑤月次で食事券販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/5/31（販売終了） 

〔販売実績〕 

  41,900,000円 
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〔販売の拠点〕 

屋久島町商工会 

 宮之浦本所 熊毛郡屋久島町宮之浦288-1 

 安房支所  熊毛郡屋久島町安房168 

 

【瀬戸内町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：7,500,000円 

（販売総額 6,000,000円／プレミアム額 1,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に販売日の告知を商工会ホームページやＳＮＳ、新聞広告、ポス

ター等を活用して周知 

②購入希望者は、商工会窓口にて購入申込書を記入。窓口担当者は、購

入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日午前10時から16時の間、指導員1名、支援員1名で対

応 

④日締、確認後金融機関へ入金、伝票作成 

⑤月次で食事券販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2020/11/9（完売） 

〔販売実績〕 

  7,500,000円 

〔販売の拠点〕 

瀬戸内町商工会 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊6-1 

 

【喜界町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：25,000,000円 

（販売総額 20,000,000円／プレミアム額 5,000,000円） 

額  面：500円券＋1,000円券 

1冊あたり販売額：10,000円 

1冊あたり券枚数：1,000円券×12枚＋500円券×1枚 

偽造防止対策：個別番号の付与、コピーガード印刷 

〔販売手順〕 

①事前に役場を通じ、購入申込書を全世帯に配布 
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②購入申込書を新聞折り込みにより配布 

③商工会の窓口で配布・商工会ホームページ上で掲載 

④食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。商工会

窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

⑤販売時間は、平日9時から16時で、指導員2名、支援員1名、他職員3名

で対応 

⑥日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑦月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/2 ～ 2021/2/25（完売） 

〔販売実績〕 

  25,000,000円 

〔販売の拠点〕 

喜界町商工会 大島郡喜界町湾384-1 

 

【和泊町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：50,000,000円 

（販売総額 40,000,000円／プレミアム額 10,000,000円） 

額    面：1,000円券 

1冊あたり販売額：4,000円、1冊あたり券枚数：5枚 

偽造防止対策：コピーガード印刷 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、区長会配布、商工会窓口配布、商工会ホームペ

ージ上で掲載 

②購入希望者は、購入申込書を持って、販売窓口に来所。特設会場又は

商工会窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し販売 

③販売初日は特設会場にて実施。以降平日は商工会窓口にて、土・日は

特設会場にて販売。11月9日（月）以降は商工会窓口にて平日のみ販

売。販売時間は、午前10時～午後4時。販売体制は、指導員1名、支援

員2名、臨時職員1名（特設会場は1名追加） 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/1 ～ 2021/1/29（販売終了） 

〔販売実績〕 

  25,025,000円 

〔販売の拠点〕 
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和泊町商工会 大島郡和泊町和泊1225 

 

【知名町商工会】 

〔食事券発行総額および仕様〕 

発行総額：37,500,000円 

（販売総額 30,000,000円／プレミアム額 7,500,000円） 

額  面：500円券 

1冊あたり販売額：10,000円、1冊あたり券枚数：25枚 

偽造防止対策：個別番号の付与 

〔販売手順〕 

①事前に購入申込書を、区長会で配付、商工会窓口配布、ホームページ

（商工会・役場）上に掲載 

②食事券購入希望者は、購入申込書を持って商工会窓口に来所。商工会

窓口にて、購入者要件に合致していることを確認し、販売 

③販売時間は、平日10時から15時で、指導員2名、支援員1名、一般職員

1名、アルバイト2名の計6名で対応 

④日次締め後、販売代金は金融機関へ回収依頼 

⑤月次で食事券の販売実績を県連合会へ報告 

〔販売期間〕 

  2020/11/1 ～ 2021/1/29（販売終了） 

〔販売実績〕 

  11,575,000円 

〔販売の拠点〕 

知名町商工会 大島郡知名町知名303-1 
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（３）利用済み食事券回収および飲食店への代金支払 

食事券の使用、回収後の飲食店への代金の換金は、実施主体である

各商工会単位で、取扱店からの換金請求に基づき、振込または現金手

渡しにて行った。 

 

食事券の換金額（全体）  

１期券 563,794,000円 

２期券（追加発行） 82,214,000円 

合  計 646,008,000円 

 

販売済額面額に対する換金額の割合（全体）  

１期券 

 

99.3％ 

（563,794千円/567,575千円） 

２期券（追加発行） 

 

98.7％ 

（ 82,214千円/ 83,256千円） 

合  計 

 

99.3％ 

（646,008千円/650,831千円） 

 

以下に、各商工会における利用済み食事券回収、回収後の飲食店へ

の代金の精算について詳細を記載する。 

 

 

【かごしま市商工会】 

〔換金方法〕 

①受付は毎日実施。取扱店は、使用済食事券と換金用伝票を商工会本

所・支所へ持参。 

②原則下記のスケジュールで代金を振込 

  毎月２回（土日除く） 

   15日までに事務局到着分 ⇒ 当月末日に振込 

   月末までに事務局到着分 ⇒ 翌月15日に振込 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/13 ～ 2021/7/14 

  支払：2020/11/30 ～ 2021/7/21 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  3,873,000円（97.2％） 

〔回収の拠点〕 

かごしま市商工会 

 谷山本所 鹿児島市谷山中央4丁目4849 
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 吉田支所 鹿児島市本城町647-5 

 桜島支所 鹿児島市桜島藤野町1493-1 

 喜入支所 鹿児島市喜入町7010-5 

 松本支所 鹿児島市上谷口町 3211-8 

 郡山支所 鹿児島市東俣町1579-1 

 

 

【薩摩川内市商工会】 

〔換金方法〕 

①受付は毎日実施。取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押

印されたもの)と換金請求書を商工会窓口へ提出 

②商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

③換金は２週間に１回で、隔週木曜日に締めた分を翌週木曜に振込。 

④換金受付は、本所は毎平日、支所は平日火曜・木曜。受付時間は10時

から15時。本所、各支所の指導員、支援員、一般職員で対応 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/10 ～ 2021/1/27 

  支払：2020/11/19 ～ 2021/1/28 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  8,952,000円（99.5％） 

〔回収の拠点〕 

薩摩川内市商工会 

 入来本所  薩摩川内市入来町副田5950-27 

 高城支所  薩摩川内市陽成町4650 

 樋脇支所  薩摩川内市樋脇町塔之原3565-3 

 東郷支所  薩摩川内市東郷町斧淵720-1 

 祁答院支所 薩摩川内市祁答院町下手10-4 

 里支所   薩摩川内市里町里3527-2 

 上甑支所  薩摩川内市上甑町中甑485-4 

 

【さつま町商工会】 

〔換金方法〕 

①販売開始日より毎月10日・20日・月末 換金受付。（本支所） 

受付時間は10時から15時。事務局長1名、指導員3名、支援員4名、一

般職員1名で対応 
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②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④換金は毎月10日・20日・月末に実施（土日祝日は直前開所日）。各々

換金日以降換金前日までの受付分を、商工会にて現金手渡し。手渡し

た際に、飲食店は受領書を提出 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/10 ～ 2021/7/20 

  支払：2020/11/10 ～ 2021/7/21 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  24,875,000円（99.5％） 

〔回収の拠点〕 

さつま町商工会 

 宮之城本所 薩摩郡さつま町宮之城屋地1531 

 鶴田支所  薩摩郡さつま町神子720-1 

 薩摩支所  薩摩郡さつま町求名12753-1 

 

【鶴の町商工会】 

〔換金方法〕 

①毎週月曜・木曜を換金受付日とし、取扱店は換金請求書を商工会本所

に提出。受付時間は、10時から15時 

②商工会職員は、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚数を2

名以上で計数し、確定する 

③換金請求のあった食事券使用分の代金については、換金額１万円未満

は当日手渡し、飲食店から受領書を収集。１万円以上の場合は、翌日

に振込（祝日の場合は翌営業日） 

④日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会に報告、提出する 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/9 ～ 2021/8/10 

  支払：2020/11/9 ～ 2021/8/10 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  20,832,500円（98.8％） 

〔回収の拠点〕 

鶴の町商工会 高尾野本所 出水市高尾野町大久保23-4 



41 

【姶良市商工会】 

〔換金方法〕 

①毎週月曜日を換金受付締日とし、取扱店は、利用済み食事券（裏面に

サインまたは押印されたもの）と換金請求書を商工会本所・支所窓口

に提出。受付時間は、10時から16時まで 

②商工会職員は、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚数を2

名以上で計数し確定 

③締日ごとに換金請求のあった代金について、毎週金曜日に振込（休日

の場合は翌営業日） 

④日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会に報告、提出する 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/20 ～ 2021/7/12 

  支払：2020/11/27 ～ 2021/7/16 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  74,473,000円（99.3％） 

〔回収の拠点〕 

姶良市商工会 姶良本所  姶良市宮島町13-9 

       加治木支所 姶良市加治木町諏訪町185-1 

       蒲生支所  姶良市蒲生町上久徳2699-1 

 

【霧島市商工会】 

〔換金方法〕 

①隔週月曜日を受付日とし、取扱店は換金請求を商工会窓口へ提出

（FAX可）。受付時間は10時から15時 

②同週水曜日を換金日とし、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印

されたもの)と換金請求書原本を商工会窓口へ提出 

③一式受理後取扱い飲食店であることを確認し使用済食事券枚数を2回

以上かつ2名以上で計数し確定 

④確認後、現金にて食事券使用分の代金を支払い 

⑤換金額の締めとともに、月次で支払実績と証拠書類を県連合会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/18 ～ 2021/9/15 

  支払：2020/11/18 ～ 2021/9/15 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  61,961,000円（99.1％） 

〔回収の拠点〕 

霧島市商工会 隼人本所 霧島市隼人町内山田1丁目14-10 

       溝辺支所 霧島市溝辺町有川327-6 
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       横川支所 霧島市横川町中ノ1008 

          牧園支所 霧島市牧園町宿窪田2129-2 

          霧島支所 霧島市霧島大窪393 

          福山支所 霧島市福山町福山5340 

 

【曽於市商工会】 

〔換金方法〕 

①毎週火・水・木曜日を受付日と設定。火曜日は曽於市商工会末吉本

所、水曜日は同大隅支所、木曜日は同財部支所管内取扱店を受け付

け、各所の指導員、支援員、一般職員が対応 

②取扱店は、利用済み食事券（裏面にサイン又は押印されたもの）と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定する 

④換金請求書提出日の翌日に代金を振込 

⑥日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/5 ～ 2021/7/15 

  支払：2020/11/6 ～ 2021/7/16 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  18,596,000円（99.2％） 

〔回収の拠点〕 

曽於市商工会 末吉本所 曽於市末吉町二之方1984-2 

       大隅支所 曽於市大隅町岩川6491-2 

       財部支所 曽於市財部町南俣483-4 

 

【志布志市商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は、本所は毎平日、支所は平日火曜・木曜。受付時間は10時

から15時。指導員4名、支援員4名、他職員4名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定する 

④換金請求書提出日の翌日から金融機関の5営業日以内に、食事券使用

分の代金を振込 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 
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〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/ 9 ～ 2021/3/26 

  支払：2020/11/12 ～ 2021/3/31 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  8,203,500円（99.7％） 

〔回収の拠点〕 

志布志市商工会 志布志本所 志布志市志布志町志布志3225-5 

        有明支所  志布志市有明町野井倉1760-1 

        松山支所  志布志市松山町新橋134-1 

 

【大崎町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎平日。受付時間は10時から15時。指導員2名、支援員2

名、他職員1名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数をダブルチェックで計数 

④毎週金曜日を締日とし、各回締日ごとに翌週金曜日に食事券使用分の

代金を振込 

⑤日次で換金額を締めるとともに、規定の頻度で振込実績と証拠書類を

県連合会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/24 ～ 2021/8/13 

  支払：2020/12/10 ～ 2021/8/20 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  8,803,000円（99.3％） 

〔回収の拠点〕 

大崎町商工会 曽於郡大崎町仮宿1032 

 

【垂水市商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎平日。受付時間は9時から17時。指導員2名、支援員2

名、他職員1名で対応。毎週月曜日を受付締日に設定 

②取扱店は、利用済み食事券を商工会窓口へ持参 

③商工会は利用済み食事券を受理後、取扱店であることを確認し、職員

によるダブルチェック後に取扱店に枚数を確認し、換金預り証を交付 

④締日と同週水曜に、換金預り証を持参した取扱店に代金を原則現金手
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渡し。口座振込を希望した飲食店については、毎月1回登録口座へ振込 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/9 ～ 2021/8/11 

  支払：2020/12/11 ～ 2021/8/20 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  22,743,000円（98.2％） 

〔回収の拠点〕 

垂水市商工会 垂水市旭町32-2 

 

【かのや市商工会（東串良町商工会と合同で実施）】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎平日。受付時間は9時から16時 

②加盟店は、近隣の商工会窓口に換金依頼書及び加盟店印を押印した利

用済みの商品券を提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数をダブルチェックで計数 

④毎週金曜日を締日とし、各回締日ごとに翌週水曜日に食事券使用分の

代金を振込 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

ⅰ)１期券  回収：2020/11/6 ～ 2021/9/17 

支払：2020/11/11 ～ 2021/9/22 

ⅱ)２期券  回収：2021/5/6 ～ 2021/9/17 

支払：2021/5/12 ～ 2021/9/22 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

ⅰ)１期券  99,887,500円（99.9％） 

ⅱ)２期券  59,138,000円（98.6％） 

〔回収の拠点〕 

かのや市商工会 串良本所 鹿屋市串良町岡崎2062 

        輝北支所 鹿屋市輝北町上百引3841-16 

        吾平支所 鹿屋市吾平町麓3384-1 

東串良町商工会      肝属郡東串良町池之原995 
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【肝付町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は、本所は毎平日、支所は平日火曜・木曜。受付時間は10時

から15時。指導員2名、支援員3名、一般職員1名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④毎週木曜日を締日とし、各回締日ごとに翌週水曜日に食事券使用分の

代金を振込 

⑥日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告。 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/4 ～ 2021/12/27 

  支払：2020/11/11 ～ 2021/12/30 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  21,126,000円（99.0％） 

〔回収の拠点〕 

肝付町商工会 高山本所  肝属郡肝付町新富117-1 

       内之浦支所 肝属郡肝付町南方286-3 

 

【錦江町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は、本所支所ともに毎週火曜日。受付時間は9時から16時。 

指導員2名、支援員2名、他職員3名で対応 

②取扱店は、毎週火曜日、利用済み食事券と換金請求書を商工会窓口へ

提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定。職員が食事券回収簿に記入お

よび押印 

④受付日と同日に、換金請求額を現金手渡し。現金を受領した取扱店

は、食事券回収簿の該当部分に押印またはサイン 

⑥月次で振込実績と証拠書類を県連合会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/10 ～ 2021/7/13 

  支払：2020/11/10 ～ 2021/7/13 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  4,684,500円（99.0％） 
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〔回収の拠点〕 

錦江町商工会 大根占本所 肝属郡錦江町城元733-2 

       田代支所  肝属郡錦江町田代麓778-1 

 

【南大隅町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は、本支所とも毎週月曜・木曜。受付時間は9時から15時。 

事務職長1名、指導員2名、支援員3名、他職員2名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定。職員が、飲食店ごとの食事券

換金簿に記入および押印 

④受付日と同日に、換金請求額を現金手渡し。現金を受領した取扱店

は、食事券回収簿の該当部分に押印またはサイン 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/5 ～ 2021/8/12 

  支払：2020/11/5 ～ 2021/8/12 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  12,379,000円（99.5％） 

〔回収の拠点〕 

南大隅町商工会 根占本所 肝属郡南大隅町根占川北220 

        佐多支所 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3844 

 

【西之表市商工会】 

〔換金方法〕 

①事前受付は毎平日。取扱店は、毎週水曜の換金日の前日までに換金予

定の商品券枚数及び金額を商工会まで連絡し、商工会はこれに基づ

き、換金計算書を作成 

③取扱店は、換金日の10時から15時の間に、利用済み食事券(裏面にサ

インまたは押印されたもの)を商工会窓口へ提出 

④商工会は食事券を受理後、取扱店であることを確認し、換金計算書と

照合の上、利用済み食事券枚数を2回以上かつ2名以上で計数し確定。 

⑤商工会は、確定した換金計算書に基づき現金で支払 

⑥日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 
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〔回収期間、支払期間〕 

ⅰ)１期券  回収：2020/11/4 ～ 2021/12/27 

支払：2020/11/4 ～ 2021/12/27 

ⅱ)２期券  回収：2021/5/12 ～ 2021/12/27 

支払：2021/5/12 ～ 2021/12/27 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

ⅰ)１期券  24,876,500円（99.5％） 

ⅱ)２期券  14,887,500円（99.3％） 

〔回収の拠点〕 

西之表市商工会 西之表市栄町2 

 

【中種子町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎週水曜、受付時間は10時から15時。指導員1名、支援員1

名、他職員2名で対応 

②取扱店は、換金予定の商品券枚数及び金額を商工会に連絡。商工会は

その連絡に基づき換金請求書を作成 

③取扱店は、受付日翌日の木曜日に利用済みの食事券（裏面にサインま

たは押印されたもの）を商工会窓口へ提出 

④商工会は食事券を受理後、取扱店であることを確認。その後、換金請

求書の照合上、利用済み食事券枚数を2回以上かつ2名以上で計数し確

定 

⑤商工会は、確定した換金計算書に基づき、同日現金で支払い。現金を

受領した取扱店は、換金請求書に署名。換金額５万円以上の場合は、

事前登録済み口座へ振込 

⑥日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

ⅰ)１期券  回収：2020/11/11 ～ 2021/2/24 

支払：2020/11/11 ～ 2021/2/25 

ⅱ)２期券  回収：2021/5/19 ～ 2021/7/28 

支払：2021/5/19 ～ 2021/7/28 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

ⅰ)１期券  12,461,500円（99.7％） 

ⅱ)２期券   5,940,000円（99.0％） 

〔回収の拠点〕 

中種子町商工会 熊毛郡中種子町野間5170-24 
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【南種子町商工会】 

〔換金方法〕 

①受付日は毎週月曜・水曜・金曜日、受付時間は10時から15時。 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金伝票を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④商工会は、確定した換金計算書に基づき、同日現金で支払い。現金を

受領した取扱店は、換金伝票の領収欄に署名。換金伝票の商工会控え

部分を提出 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

ⅰ)１期券  回収：2020/11/4 ～ 2021/7/12 

支払：2020/11/4 ～ 2021/7/12 

ⅱ)２期券  回収：2021/ 5/7 ～ 2021/7/12 

支払：2021/ 5/7 ～ 2021/7/12 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

ⅰ)１期券  24,889,000円（99.6％） 

ⅱ)２期券   2,248,500円（99.7％） 

〔回収の拠点〕 

南種子町商工会 熊毛郡南種子町中之上2293-5 

 

【屋久島町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は、本所は毎週月曜・水曜・金曜、支所は毎週月曜・火曜・

木曜。受付時間は、本支所ともに10時～15時 

②取扱事業者は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印必須)と換金

請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱事業者であることを確認し、利用済み食事

券枚数を計数し受領証を発行。複数名で確認 

④毎月８日まで受付分は同月10日に、18日までに受付分は同月20日に、

28日までに同月月末に振込にて換金（振込日が金融機関休業日は翌営

業日に振込） 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/ 9 ～ 2021/7/20 
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  支払：2020/11/10 ～ 2021/7/20 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  41,553,000円（99.2％） 

〔回収の拠点〕 

屋久島町商工会 宮之浦本所 熊毛郡屋久島町宮之浦288-1 

               安房支所  熊毛郡屋久島町安房168 

 

【瀬戸内町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎平日の10時から16時。事務局長1名、指導員2名、支援員

2名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と商

品券換金請求書を、商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④毎週水曜日を締日とし、各回締日ごとに同週木曜日に食事券使用分の

代金を現金手渡し。現金を受領した取扱店は、換金受領書に署名し提

出 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/5 ～ 2021/7/21 

  支払：2020/11/5 ～ 2021/7/21 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  7,454,500円（99.4％） 

〔回収の拠点〕 

瀬戸内町商工会 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊6-1 

 

【喜界町商工会】 

〔換金方法〕 

①換金受付は毎平日。受付時間は9時から16時。毎平日換金受付をし、

指導員2名、支援員1名、他職員3名体制で実施 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④毎週金曜日を締日とし、各回締日ごとに翌週水曜日に食事券使用分の

代金を振込 
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⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告。 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/10 ～ 2021/7/ 9 

  支払：2020/11/18 ～ 2021/7/14 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  24,818,500円（99.3％） 

〔回収の拠点〕 

喜界町商工会 大島郡喜界町湾384-1 

 

【和泊町商工会】 

〔換金方法〕 

①受付は商工会窓口にて毎日実施。受付時間は10時から15時で、指導員

1名、支援員2名、他職員1名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券（裏面にサインまたは押印されたもの）と

換金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 

④換金は原則２週間に１回で、隔週火曜に締めた分を同週金曜に振込に

て支払い 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/17 ～ 2021/3/1 

  支払：2020/11/20 ～ 2021/3/2 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  24,850,000円（99.3％） 

〔回収の拠点〕 

和泊町商工会 大島郡和泊町和泊1225 

 

【知名町商工会】 

〔換金方法〕 

①受付は商工会窓口にて毎平日実施。受付時間は10時から15時で、指導

員2名、支援員1名、他職員2名で対応 

②取扱店は、利用済み食事券(裏面にサインまたは押印されたもの)と換

金請求書を商工会窓口へ提出 

③商工会は一式受理後、取扱店であることを確認し、利用済み食事券枚

数を2回以上かつ2名以上で計数し確定 



51 

④毎週金曜日を締日とし、各回締日ごとに翌週水曜に振込にて支払い 

⑤日次で換金額を締めるとともに、月次で振込実績と証拠書類を県連合

会へ報告 

〔回収期間、支払期間〕 

  回収：2020/11/16 ～ 2021/2/25 

  支払：2020/11/20 ～ 2021/2/26 

〔換金実績（販売済額面額に対する換金額の割合）〕 

  11,502,000円（99.4％） 

〔回収の拠点〕 

知名町商工会 大島郡知名町知名303-1 
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（４）実績確認監査等事業者への報告 

実績確認監査等事業者への報告は、以下仕様書に記載の内容に従っ

て行った。 

＜仕様書から抜粋＞ 

① 受託者は、キャンペーン期間中、食事券販売・使用の実績を、毎

月、別途定める様式により、実績確認監査等事業者へ報告するこ

と。様式、期日及び方法は、委託者と実績確認監査等事業者が、協

議して定めるものとするが、食事券の販売、使用、失効状況をCSV 

ファイルで報告可能とするなど、効率的な方法に対応できるように

すること。 

② 受託者は、キャンペーン期間中、飲食店への代金振込の実績を取

りまとめた書類と、それらの根拠となる証拠書類を、毎月、別途定

める様式により、実績確認監査等事業者へ報告すること。様式、期

日及び方法は、委託者と実績確認監査等事業者が、協議して定める

ものとするが、CSV ファイルで報告可能とするなど、効率的な方法

に対応できるようにすること。 

③ 受託者は、キャンペーン期間終了後、食事券販売、使用の実績

と、飲食店への代金振込の実績、その根拠となる証拠書類を、別途

定める様式により、実績確認監査等事業者へ報告し、承認を得るこ

と。様式、期日及び方法は、委託者と実績確認監査等事業者が、協

議して定めるものとする。 

④ 受託者は、毎月の報告やキャンペーン終了後の報告が円滑に行わ

れるよう、事業開始に当たり、事前テスト報告に協力するものと

し、実績確認監査等事業者の指定する方法により、ダミーデータの

提出などを行うこと。また、提出データの正確性に責任を負うもの

とし、実績報告や根拠資料のデータ提出に当たっては、複数の者に

よるダブルチェックを行うこと。複数の者によるダブルチェックで

は、データの読み手と聞き手を変えて、異なる者の組合せで、複数

回確認を行うものとする。 

⑤ 受託者は、実績確認監査等事業者が行う不正防止のためのヒアリ

ング、監査などに協力することとする。 

⑥ 受託者は、実績確認監査等事業者との連絡窓口を設置すること。 

 

上記仕様書の記載内容に従い、令和２年９月度から令和４年１月度

までの計17回、各商工会の発行・販売・回収・支払実績を収集し、報

告を行った。また実績確認監査等事業者から不備修正対応を求められ

た場合は、不備内容を該当商工会へ展開し、改めて修正された実績の

報告を行った。 
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（５）相談窓口・申請案内等事業者との連携 

相談窓口・申請案内等事業者との連携は、以下仕様書に記載の内容

に従って行った。 

＜仕様書から抜粋＞ 

① 受託者は、相談窓口・申請案内等事業者が、事業の基本的内容

を、消費者と飲食店に説明するために必要となる情報の提供に協力

すること。 

② 受託者は、委託者の指定する事業者が、食事券発行事業者と連携

した広報を実施することに協力すること。 

③ 受託者は、相談窓口・申請案内等事業者との連絡窓口を設置する

こと。 

 

上記仕様書の記載内容に従い、令和２年10月度から令和３年７月度

までの計26回、各商工会の登録店を収集し、報告を行った。また相談

窓口・申請案内等事業者からの求めに応じ、情報提供を行った。 
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（６）消費者の利用促進 

消費者の利用促進に関して、実施主体である各商工会単位にて消費

者への広報を行った。新聞折込、行政広報誌掲載、自治体使送便等、

各商工会が持つノウハウを活かし、広く利用を促進した。 

 

［新聞折込（代表例）］ 
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［ポスター（代表例）］ 
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［商工会ホームページ掲載（代表例）］ 
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［行政広報誌掲載（代表例）］ 
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［商工会報誌掲載（代表例）］ 
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以下に、各商工会における利用促進について、詳細を記載する。 

 

 

【かごしま市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②月4回発行され，商工会管内世帯に各戸配布されるフリーペーパー 

への広告掲載 

③鹿児島市が発行する『市民のひろば』への掲載 

 

【薩摩川内市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②広報チラシを作成のうえ、新聞折込を実施 

③薩摩川内市行政広報誌への掲載 

 

【さつま町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施、ポスター掲出 

③行政広報紙へ掲載 

 

【鶴の町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに情報を掲載。 

②商工会報、行政紙広報に情報を掲載 

③広報用チラシの新聞折込を実施 

④管内飲食店を中心に周知チラシを提示 

 

【姶良市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①新聞折込、商工会ホームページに商品券情報を掲載 

②市報・商工会報にて情報を掲載 

 

【霧島市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①販売広報 商工会ホームページへの掲載 

      行政広報誌と併せた申込書の各戸配布 
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②販売及び取扱店掲載ポスターの新聞折込 

（取扱店一覧は最新のものは商工会商工会ホームページページへ掲載） 

 

【曽於市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③行政広報紙へ掲載、市民ＦＭ放送で告知 

 

【志布志市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③行政広報紙へ掲載 

 

【大崎町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスターを掲載 

 

【垂水市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①事業概要を記載した購入申込書を、自治会を通じて市内全戸に配付 

②商工会ホームページに掲載、行政広報紙に掲載 

 

【かのや市商工会（東串良町商工会と合同で実施）】 

〔消費者への広報方法〕 

①周知ポスターの集客拠点施設等での掲示 

②広報かのや（鹿屋市広報）、かのや市商工会報に掲載。 

③チラシを南日本新聞朝刊へ折込 

④かのや市商工会ホームページへ掲載 

⑤食事券引換販売時に、引換所において加盟店舗を記載したチラシを配

布。併せて、加盟店チラシ申込締め切り後にお申込みのあった加盟店

については、かのや市商工会ホームページへの掲載、また追加加盟店

を掲載した案内用紙を作成し配布 

 

【肝付町商工会】 
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〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスター掲示および行政広報紙へ掲載 

 

【錦江町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載 

②町広報誌へ掲載するとともに、自治会への使送便を活用 

 

【南大隅町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスター掲示および行政広報紙へ掲載 

 

【西之表市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの全戸配布実施 

③ポスター掲示、行政広報紙へ掲載 

 

【中種子町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載 

②広報チラシの新聞折込、ポスター掲示 

③町ホームページへ掲載するとともに、行政広報紙へ記載 

 

【南種子町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②ポスター掲示、行政広報紙へ掲載 

 

【屋久島町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載するとともに、公式LINEで告知 

②広報チラシ新聞折込、町報へ掲載、ポスター掲出 
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【瀬戸内町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会のホームページ及びＳＮＳ上に掲載 

②行政誌に告知チラシを折込 

 

【喜界町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折り込みを実施 

③行政誌『広報きかい』へ掲載 

 

【和泊町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②ＳＳＴＶ（地元ケーブルテレビ）での広報 

③商工会窓口での取扱店一覧の配布 

 

【知名町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会・役場のホームページへの掲載 

②知名町広報誌への掲載、ポスター掲示、 

③区長会へ依頼しての全世帯へ周知チラシの配布 
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（７）その他 

・新型コロナ感染拡大時の対応 

鹿児島県において新型コロナウイルス感染が拡大していた期間に

ついては、鹿児島県商工労働水産部商工政策課商業振興班と連携し

ながら対応を図った。具体的には、鹿児島県が飲食店等に営業時間

の短縮を要請した区域および期間について、県からの依頼に基づ

き、飲食店が自ら行うデリバリー・テイクアウト及び短縮要請した

営業時間内の店内飲食を除き、クーポンの利用を控える旨を利用者

に呼びかけるよう、実施主体の商工会を通じて連絡を行った。 

 

・不正防止対策 

実施主体である各商工会単位にて、各商工会が持つノウハウを活

かし不正防止対策を実施した。 

各商工会では、管内事業者の実態を把握しやすいという利点を活

かし、加盟店募集時の店舗登録の際に、加盟店要件および実態を確

認した。また、飲食店からの換金申請受理時には、自己取引でない

ことを確認すると同時に、食事券裏面に署名押印等の無効処理がな

されていることを確認した。なお、自己取引を発見した際には、自

己換金していた部分にかかる給付金を正規の換金額から相殺する形

で給付金を返還させ加盟店登録を取り消す対応を行う予定だった。 

消費者による買占め・転売等を防止するために、消費者への広報

時に限度額や転売不可の旨を明記した。 

実施体内部における不正を防止するため、経理に関しては、県下

商工会で用いている共通の経理システム等で処理するとともに、商

工会事務執行手順に則った処理および決裁を経て実施した。 

 

・未換金のうちの余剰金の使途について 

事業を通じて、以下の未換金分及び剰余金が生じた。 

食事券の未換金額(額面金額)  未換金 うち剰余金 

１期券 3,781,000円 3,024,800円 

２期券（追加発行） 1,042,000円 868,334円 

合  計 4,823,000円 3,893,134円 

余剰金3,893,134円の使途については県と協議し、各商工会単位

において、事業者支援施策や消費喚起策の遂行に係る財源として活

用し、地域住民等の理解が得られるよう適切な取扱いを図る。 
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（８）所感 

県内商工会とともに行ったGo To Eat食事券発行事業を通じ、コロナ

禍で困窮する事業者の事業継続に資することができた。鹿児島県商工

会連合会実施分は販売総額6億5千万円分と多くはないが、商工会地区

（地方部）の使用に限定したことで、都市部への消費の域外流出を抑

え、域内で確実に消費を誘引したことは大きい。 

一方で、市町村独自のプレミアム券に比べプレミアム率が低く消費

者にとって魅力が低減したことや、市町村財源を活用した場合と比較

し各種手続きが煩雑であった感は否めない。特に後者は、度重なる期

間延長に対する対応もあり、かなりの事務負担となった。国庫から実

施体への直接支給ではなく、交付税化により機動的に措置するといっ

た方法もあったのではないかと思われた。 

いずれにせよ、Go to eat」キャンペーンを通じ事業者にとって恩恵

がもたらされたことは間違いなく、効果のあった施策であったと捉え

ている。 
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（９）参考 

鹿児島県商工会連合会が実施したGo To Eat食事券発行に関する新聞

掲載実績を以下に掲載する。 

 

［2020年10月29日付け 南日本新聞］ 
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［2020年11月2日付け 南日本新聞］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［2020 年 11 月 8 日付け 南日本新聞］ 
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［2021 年 1 月 22 日付け 南日本新聞］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［2020 年 11 月 8 日付け 南日本新聞］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


